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福島市の概況（令和8年1月現在）

面積：767.72㎢

人口：268,313人 世帯：123,292世帯
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温泉とくだものが豊富な県都・福島市。

西にそびえる吾妻小富士の山肌に雪形として現れる「吾妻の雪うさぎ」

は春の訪れを告げる福島の春の風物詩。

納豆の年間消費額「2年連続日本一」を達成！

総務省家計調査に基づく一世帯あたりの納豆消費額において、2年連続

で首位の座を維持。



生活保護の実施体制 令和8年1月現在

健康管理支援事業

・令和2年度より課内に保健師配置開始。

・令和3年1月より福祉事務所における必須事業として健康管理支援事業開始。

事業開始当初より、管理栄養士（会計年度任用職員）を配置。

・現在は、保健師1名（正職員）、管理栄養士1名（会計年度任用職員）の2名体制で事業実施。
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見えてきた課題と取り組み

・保健指導の対象としてレセプト抽出しても、本人の

同意を得て実際の保健指導対象となる被保護者は一握

りで、指導開始しても継続が困難。

・健康管理支援事業で介入できる被保護者には限りが

ある。地域資源を活用して被保護者が健康相談できる

場所を作れないか。

・健診を受けることは健康管理の第一歩であるが、保

護受給中に一般健診が受けられることを知らない被保

護者が多い。被保護者に保健師・管理栄養士の存在が

認知されていない。

・ケースワーカーの健康管理支援に対する認識にばら

つきがある。

個別の保健指導は効果のある対象者を見込む

⇒①パッケージ型就労支援（P6～）

地域資源を活用した保健指導

⇒②健康サポート薬局利用連携事業（P8～）

被保護者全体の健康意識の底上げを図る

⇒③健康だよりの発行（P12～）

スムーズな事業展開にはCWの理解・協力が不可欠

⇒④CWを巻き込んだ健康管理支援（P15～）
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本日紹介する取り組み



①パッケージ型就労支援
生活保護受給者等就労自立促進事業に基づき、当市では平成27年4月より課内にハローワーク

窓口・相談員を配置。
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・未治療疾患や生活習慣の乱れが
就労の阻害要因となっている場合
がある。
・自立意欲が比較的高い
・定期的な来所がある

就労支援事業

×

・健康課題の把握
・生活習慣の確認
・受診勧奨
・服薬管理
・栄養、生活指導

健康管理支援事業

＝

健康の安定
就労継続率向上
自立促進

【事業のポイント】

①ハローワーク常設の活用 ②自立に近い層へ重点支援 ③月1回来所を健康相談機会に活用



利用者の変化

【60代 男性】
来所時に窓口で血圧測定実施し、高血圧である
ことが判明するも受診歴なし。市民検診受診勧
奨し、健診から治療につながる。内服継続し、
就労も継続することができている。

【40代 男性】
特定保健指導で動機づけ支援該当となり、来所
のたびに食事指導実施。体重減量し、翌年度健
診結果改善。

【50代 男性】
治療中断しており、受診勧奨した結果治療再開。
来所のたびに受診状況の確認、内服確認、食事
指導を行い、その後就労開始。保護廃止となる。

【50代 女性】
生活の維持を目標に、来所時に体調や生活状況、
食事指導実施。精神的な安定が図られ、就労を
継続することができている。
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②健康サポート薬局利用連携事業（R6年度事業開始）
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背景

・生活保護受給者の現状として、治療中断や重症化のリスク、逆に安易な医療機関受診、健康に関する意識

の低さ、生活リズムや食事バランスが悪い、健診の受診率が低い等の課題がある。

・健康管理支援事業による支援機会、支援人数の限界

・市役所には来ないが毎月病院・薬局には行くという被保護者も一定数いる

連携構築のプロセス

①福島薬剤師会等との意見交換

②役割の整理

・薬局：健康サポート薬局の相談機能内での健康相談、報告

・行政：事業内容の整理、様式作成、薬局周知、報告の取りまとめ

③報告様式は簡潔に設定（まずやってみる）⇒ 電子申請システムで具体化、効率化を図る
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実施内容

・対象：①現在福島市で生活保護を受けている被保護者。

②被保護者のうち、現在（今まで）当該薬局を利用している者。

※『相談に適さない』と感じる被保護者については、相談導入を避ける。

・内容：健康サポート薬局の相談機能を活用し、対象の被保護者に対して相談支援・情報提供を行う。

（健康相談の一例）処方薬指導、健康や生活習慣に関する相談、季節における保健指導（熱中症予防、食中

毒予防、冬期の感染症予防や気温差による循環器疾患予防）、症状に対する受診の目安や市民検診・予防接

種の受診勧奨、関連機関の紹介など。

・行政との連携

①生活保護制度について被保護者から訴えがあった場合は、本人より担当CWへ連絡するよう伝える。

②上記以外において、特に福祉事務所に連絡が必要と判断される場合は、薬局より担当CWもしくは健康管理

支援事業担当へ連絡する。
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課題

・報告件数の伸び悩み（特に感染症流行時期等）

・行政側での報告結果の活用の見えにくさ

・連携体制を活用した個別支援の実施について福島薬剤師会と検討していく予定

成果

市内の健康サポート薬局25か所が事業に協力。

（相談件数）

R6年度：実64名 延124回 R7年度：実37名 延123回（R7.12月末時点）

・相談内容として、薬・血圧・食事・熱中症・頭痛・健診の受け方や結果の見方などが多い。

・被保護者の健康課題を把握する情報源となっており、健康だよりの記事選定材料に利用。
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電子申請フォーム様式



11

※個人情報保護の観点から、内容は一部加工・再構成しています。

報告いただいたデータは福島薬剤師会を
通して毎月各薬局へフィードバック

年に1回、事業周知とデータ共有のための会議を開催

来局日 利用歴 性別 年代 世帯状況 相談内容① 詳細 対応内容① 詳細

R7.6.21 初回 男性 60代 同居家族なし
身体・病気・薬

について

最近ふらつきがある。血圧降下によるものかメ

ニエール病によるものか。先生にどのように相

談したらいいか分からない。

経過観察

血圧の数値、めまいの程度等確認。

医師に伝えにくい場合薬局からの相談も可能なことを伝

える。

R7.6.28 2回目以降 女性 40代 同居家族あり
食事・運動・睡

眠について

亜鉛不足が心配でサプリメントを飲んでいる。

これからも続けた方がいいか質問あり。
生活指導

日常生活で心掛けたいバランスのいい食事について指

導。特に亜鉛不足の症状が出ておらず、病院等で亜鉛不

足の指摘が無ければ必ずしもサプリメントは必要ではない

こと説明。



③健康だよりの発行

・目的：幅広い世代が参考にできるような情報を定期的に発信することで、健康に対する意識向上を目指す

・内容：健康診断受診勧奨、健康情報の提供、健康相談実施周知、簡単なレシピの紹介など

・発行頻度：年4回（うち2回は保護決定通知書に同封して郵送）

見てもらえる
健康だよりに
するには？

・漢字にはルビを振る。

・なるべくやさしい言葉を使う。

・色紙を使い、目にとまるように。

・引用元を明確に記載、注釈をつける。

・安価な食材、簡単なレシピで「これならできそう」を

引き出す。

・連続感のある内容にする。

ヘルスリテラシー・ナッジ理論を活用
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④ＣＷを巻き込んだ健康管理支援

保護受給開始の実態調査時に説明する資料

個別支援計画

ひとこと声かけをお願いします。 確認して、押印してください。
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◎ケースワーカーの月例勉強会にて、健康管理支援
事業内容の説明、情報提供実施。

◎市内指定医療機関の情報を取りまとめ、被保護者
およびケースワーカーからの受診先の相談に対応。

◎こまめな情報共有・意見交換。
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まとめと今後の課題

課題

□健康サポート薬局利用連携事業において、もう一歩進んだ連携の在り方を模索していきたい。

□取組に対する成果はすべてが目に見えるものではなく、事業評価の指標の設定が難しい。

□「健康的な生活」に対する被保護者の意識や優先順位が低い場合が多い。健診結果の改善や体調の変化には時間が

かかることも多く、どのように意識を向上させ、維持していくかが課題である。

□被保護者の状況に大きな変化が見られない場合、どの時点で支援を終了とするかの判断が難しい。

まとめ

□保健師・管理栄養士が中心となり、被保護者健康管理支援事業の構成を検討・構築。

□ポピュレーションアプローチと個別支援をバランスよく展開し、被保護者全体の健康意識向上を目指した取り組みを実施。

□健康サポート薬局との連携や、就労支援プログラムと連動した保健指導など、多様な場を活用。
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ご清聴ありがとうございました。
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